
1

令和５年度ラグビーワールドカップ2023フランス大会パブリックビューイング

実施運営業務委託企画提案募集要領

１ 趣旨

この要領は、令和５年度ラグビーワールドカップ2023フランス大会パブリックビューイング実施

運営業務を実施するにあたり、最も優れた企画力、経験等を持つ事業者に業務委託するため、プロ

ポーザル（企画提案方式）で実施するものである。

２ 業務概要

（１）事 業 名：令和５年度ラグビーワールドカップ2023フランス大会パブリックビューイング実

施運営業務

（２）業務内容：別紙「令和５年度ラグビーワールドカップ2023フランス大会パブリックビューイ

ング実施運営業務委託仕様書」のとおり。

※当該仕様書の内容については、契約後予算の範囲内で変更できるものとする。

（３）契約期間：契約日から令和５年11月30日（木）まで

（４）契約限度額：6,000千円（消費税及び地方消費税を含む）

※限度額を超えた者は失格とする。

３ 参加資格

次に掲げる条件を全て満たす者であること。

（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当していない者であるこ

と。

（２）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者（更

生手続き開始の決定を受けている者を除く。）でないこと及び民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者（再生手続き開始の決定を受けている

者を除く。）でないこと。

（３）次のアからキのいずれにも該当しないこと。

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「法」とい

う。）第２条第２号に該当する団体（以下「暴力団」という｡)

イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等（法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団

員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）

である者

ウ 法人の役員等（法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をい

う。）が暴力団員等である者

エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもっ

て暴力団又は暴力団員等を利用している者

オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極

的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
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カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購

入契約その他の契約を締結している者

（４）静岡県の一般業務委託競争入札参加資格において、「イベント」の営業種目について競争入

札参加資格を有する者であること。

（５）静岡県内に本社、支社、営業所等の業務拠点を有する者であること。

（６）国又は地方公共団体との契約に関して指名停止を受けている期間中でないこと。

４ 企画提案書等の提出

（１）提出書類

（２）提出先

〒420－8601 静岡県静岡市葵区追手町9-6 静岡県庁東館11階

静岡県スポーツ・文化観光部スポーツ局スポーツ政策課

（３）提出期限

・参加表明書

令和５年７月４日（火）正午必着

提出は、郵送又は持参によること。持参の場合は、土日・祝日を除く午前９時から午後５時

まで（正午から１時までの間を除く）とし、令和５年７月４日（火）は正午までとする。郵

送の場合は、書留など発送・配達の確認できる方法によること。

・参加表明書以外

令和５年７月11日（火）正午必着

提出は、郵送又は持参によること。持参の場合は、土日・祝日を除く午前９時から午後５時

まで（正午から１時までの間を除く）とし、令和５年７月11日（火）は正午までとする。郵

送の場合は、書留など発送・配達の確認できる方法によること。

５ 企画提案書に記載する事項

（１）提案のコンセプトや基本的な考え方

提出書類 部数 備考

参加表明書

（様式第１号）
１部

企画提案書 10部

・正本１部、副本９部を A4 で作成。ただし、A3折り込み可能。

・ページ番号を入れること。

・提出者を特定できないようにすること。

見積書 １部

・任意様式で提出すること。

・業務内容（事業費、一般管理費等）ごと内訳がわかるよう、積

算内訳を添付すること。

会社概要 １部 ・パンフレット等の会社概要がわかるものを提出すること。
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（２）仕様書５（１）から（６）に記載の各イベントに係る企画運営の具体的内容

（３）仕様書５（１）から（６）に記載の各イベント以外で、集客につながる独自の企画提案等

（４）イベント全体のタイムスケジュール

（５）イベント周知に係る広報物等のデザイン及び広報計画

※提案内容をそのまま採用することを保証するものではない

（６）イベント実施時における安全配慮、危機管理対策

（７）業務実施にあたっての運営体制

（８）全体業務スケジュール

※全体業務スケジュール作成にあたっては以下の仮日程で作成すること

（10）本業務に類似した過去の受託実績（発注者（開示可能な範囲）、件名、概要、契約金額、履

行期間等）

６ 本募集要領等に対する質問

本業務に関して質問がある場合は、次に従い書面（様式自由）により提出することとし、電子

メールにて送信の上、その旨を電話で連絡すること。

（１）受付期間

令和５年６月27日（火）から令和５年７月４日（火）正午まで

（２）提出先

静岡県スポーツ・文化観光部スポーツ局スポーツ政策課

メール：sports-seisaku@pref.shizuoka.lg.jp

（３）回答方法

質問と回答を静岡県スポーツ・文化観光部スポーツ局スポーツ政策課ホームページに掲載す

る。

（４）その他

電子メールには、担当窓口の部署、担当者名、連絡先等を併記すること。

７ プレゼンテーション

（１）日時

令和５年７月13日（木）14時00分から

（２）場所

県庁別館８階第１会議室A

（３）１者あたりの所要時間

プレゼンテーション 15分程度

質疑応答 10分程度

１ トークショー ９月 10 日（日）、10 月８日（日）の試合前

２ パブリックビューイング実施 ９月 10日（日）、10月８日（日）

３ イベント周知活動 ７月 31日（月）～10月７日（土）
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※集合時間、場所等は、企画提案希望者各者にFAX又はメールにて改めて通知する。

※プレゼンは企画提案書のみで行い、追加資料、パソコン等の機材の使用は認めない。

８ 審査基準

企画提案書の審査基準概要は以下のとおり

項目 主な審査基準

提案内容

コンセプト

・ 基本コンセプトは妥当か。

・ 参加者が一連のイベントに参加したいと思う総合的な企画となって

いるか。

コンテンツ

（パブリックビューイング・トークショー等）

・より多くの県民が、ラグビーの熱狂を感じることができる実施場所・

実施方法等となっているか。

・幅広い世代年代が楽しめるような内容となっているか。

・ラグビーのみならず、本県のスポーツ文化の醸成に寄与する内容とな

っているか。

（全体）

・独自性のある企画提案が盛り込まれているか。

・企画内容に目玉やインパクト、話題性があり、イベント全体が集客を

見込める付加価値がある内容となっているか。

・提案の実現性は高いか。

プロモー

ション

・広報物案にはイベント内容の記載のほか、基本コンセプトやイベント

の魅力が表現されているか。

安全等確保
・騒音対策や雨天時の対応、駅からのアクセスが考慮されているか。

・イベント参加者の安全確保がなされているか。

業務執行面

・ 業務実施のための組織体制・連絡体制が整っているか。

・ 業務執行スケジュールは妥当か。

・ 会場レイアウトが適切であるか。

・ 限られた準備期間の中で、目的に沿った効果的なイベントが実現で

きるか。

業務実績 ・同種、同規模のイベントの企画・運営実績を有するか。

経費積算 ・提案された内容や規模に対し、経費が適切に積算されているか。
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９ 受託候補事業者の特定

（１）審査基準をもとに選定委員が提出された企画提案書とプレゼンテーションの審査を行い、選

定委員会の協議の上、随意契約の相手方となる候補者を選定する。

（２）選定結果の通知

選定結果は辞退者を除くすべての企画提案者に対してメールで通知する。

（３）契約方法

選定された委託候補事業者と業務仕様について契約限度額の範囲内で協議を行う。協議が整

った場合に当該事業者から見積書を徴収し、内容を精査の上、随意契約による委託業務を締結

する。なお、協議が不調に終わった場合、次点の者と協議する。

10 その他留意事項

（１）契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本円とする。

（２）企画提案は１者につき１案とする。

（３）審査結果に関する疑義は、一切受け付けない。

（４）企画提案に係る一切の経費は提案者の負担とし、提出された書類は返却しない。また、企画

提案書による提案内容は県に帰属する。

（５）本業務は必ずしも当該企画提案の内容に沿って行うものではなく、実施にあたっては、提案

内容を基に委託者と協議して実施内容を決定する。

（６）本契約により制作された制作物の著作権は、原則として委託者に帰属することとし、委託者

以外の者が所有する著作権等に係るものを除き、次年度以降も継続する、又は今後実施する他

の事業において使用する場合がある。

（７）企画提案内容は、採用された場合に受託者が責任を持って実現できるものとすること。なお

提案者の事情（調整先を含む）により、提案内容が実施できない場合においては、当該提案に

かかる金額を契約額から減額し、変更契約を行う場合がある。

11 スケジュール

・令和５年６月 27 日（火） 募集要領を静岡県スポーツ・文化観光部スポーツ局スポーツ

政策課ホームページにて公告

・令和５年７月４日（火） 正午 参加表明書の提出期限・質問受付期限

・令和５年７月 11 日（火）正午 企画提案書等の提出期限

・令和５年７月 13 日（木） プレゼンテーション

12 問い合わせ先

静岡県スポーツ・文化観光部スポーツ局スポーツ政策課

〒420-8601 静岡市葵区追手町 9-6

TEL：054-221-3744

FAX：054-221-2980

MAIL：sports-seisaku@pref.shizuoka.lg.jp
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様式第 1号

令和５年度ラグビーワールドカップ 2023 フランス大会パブリックビューイング

実施運営業務委託企画提案参加表明書

令和 年 月 日

静岡県知事 川勝平太 様

所 在 地

商号又は名称

代 表 者 名

（代表者の自署による場合は、代表者印は不要）

下記業務について、企画提案の参加を表明します。

なお、令和５年度ラグビーワールドカップ 2023 フランス大会パブリックビューイング企画提案

募集要領の「３．参加資格」のすべての条件に該当していることを誓約します。

記

１ 公告日 令和５年６月 27 日（火）

２ 業務名 令和５年度ラグビーワールドカップ 2023 フランス大会パブリックビューイング実施

運営業務

担当者職・氏名

電話

FAX

E-mail


